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7. 子ども向けの制度を知る

問い合わせ先
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　白血病などの血液疾患治療中で高価な分子標的治療薬を服用している患
者さんの治療費、精子保存にかかる採取・保存費用、採取にかかる交通費の
一部を助成しています。
【助成の対象】
①血液疾患の治療中で、分子標的治療薬を服用中の70歳未満の方とその
ご家族

　白血病などの血液疾患治療中で造血細胞移植や抗がん剤治療を行う予定
の女性に対し、未受精卵子の採取・保存費用の一部を助成しています。

（7）その他の制度

　白血病などの血液疾患治療のため、造血細胞移植を受ける患者
さんの移植に関わる医療費など、入院に伴い直接必要となる費用
の一部を助成しています。
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